
国立国会図書館デジタル化資料送信サービス 

 

国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版等の理由で入手が困難な資料を国立国会

図書館の承認を受けた全国の公共図書館、大学図書館等の館内で利用できるサービスです。

本学ライブラリー内で、閲覧・複写ができます。 

 

利用できる方 

本学学生・教職員・非常勤教職員及び理事・評議員等 

 

利用場所 

ライブラリー内の専用端末 

 

利用時間 

月曜日から金曜日までのライブラリー開館時間内 

 

申込方法 

閲覧：ライブラリーカウンターで、利用手続きを行ってください。 

資料の検索及び資料画像の閲覧以外の操作は、ライブラリー職員が行います。 

複写：ライブラリーカウンターに、必要事項を記入した所定の「国立国会図書館 図書館向け

デジタル化資料送信サービス 複写申込書」を提出し、利用手続きを行ってください。

ライブラリー職員が代行で複写を行います。 

 

利用料金 

閲覧：無料 

複写：有料（ライブラリーに設置されているコピー機の利用料金に準じ、白黒/カラー、用紙

サイズで異なります。） 

複写物を受領する際に、複写料金をご用意ください。 

 

注意事項 

デジタル画像のダウンロードや保存は禁止されており、以下の行為はできません。 

１．閲覧用端末に機器（ノート PC、USB メモリ等）を接続すること   

２．閲覧用端末の画面を撮影すること 

３．画面キャプチャ、スキャニングまたは資料の電子ファイルを取得すること 

４．著作権の範囲を超えた印刷をすること 

 

関連リンク 

詳細は、国立国会図書館ホームページの「図書館向けデジタル化資料送信サービス」をご参照

ください。https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/index.html 


